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高齢者医療費の負担割合・自己負担限度額（月額）

◆負担区分は課税所得により判定されますが、世帯の収入の状況によっては、申請により、区分が
　変わる場合があります。
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平
成
18
年
８
月
か
ら
、高
齢
者
の
医
療
費
患
者
負
担
が
見
直
さ
れ
、ま
た
、公
的
年
金
等
控
除
の
縮
減
及
び
老

年
者
控
除
の
廃
止
に
と
も
な
い
、こ
れ
ま
で
１
割
負
担
だ
っ
た
方
で
も
２
割
負
担
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
自
己
負
担
限
度
額
は
、経
過
措
置
と
し
て
、平
成
18
年
８
月
か
ら
２
年
間
、一
般
並
み
に
据
え
置
か
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。）

　
ま
た
、平
成
18
年
10
月
か
ら
は
、２
割
負
担
の
方
は
３
割
負
担
と
な
り
ま
す
。
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平成18年8月1日～9月30日まで 平成18年10月1日以降

一定以上所得者

負担区分

一定以上所得者
（経過措置適用）

低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

一般

①

②

③

④

⑤

負担
割合

１割

１割

１割

２割

２割

１割

１割

１割

3割

3割

外来の
限度額

8,000円

8,000円

12,000円

12,000円

40,200円

入院及び世帯
ごとの限度額

40,200円

15,000円

24,600円

40,200円

72,300円＋（医療費－361,500円）
×1%（４回目から40,200円）

44,400円

15,000円

24,600円

44,400円

80,100円＋（医療費－267,000円）
×1%（４回目から44,400円）

8,000円

8,000円

12,000円

12,000円

44,400円

負担
割合

外来の
限度額

入院及び世帯
ごとの限度額

※①～⑤の負担区分は、世帯の所得状況により次ページの負担区分（所得段階）のとおりとなります。
※低所得Ⅰ・Ⅱの方は、市へ事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

表1

①一定以上所得者：2割負担（10月からは3割負担）
　同一世帯に、課税所得が213万円以上の「70歳以上の者」または「老人保健受給者」が1人でもいる場合。

②一定以上所得者（経過措置適用）：2割負担（10月からは3割負担）
　同一世帯に、課税所得が145万円以上213万円未満の「70歳以上の者」または「老人保健受給者」が１人

でもいる場合（①を除く）。

　

③一般：1割負担
　同一世帯の「70歳以上の者」および「老人保健受給者」の課税所得が、それぞれ145万円未満である場合

（④、⑤を除く）。

④低所得Ⅱ：１割負担
　同一世帯の世帯全員が市民税非課税の場合。ただし、課税世帯であっても、「税法上の経過措置対象

者」と「非課税者」のみの世帯の場合は、「非課税者本人」のみが低所得Ⅱになります。

※税法上の経過措置対象者：昭和15年1月2日生まれ以前の者で前年中の合計所得金額が125万円以下の

課税者。

⑤低所得Ⅰ：１割負担
　同一世帯の世帯全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費を控除（年金所得は控除額

を80万円として計算）したときに0円となる者。

負担区分 課税所得額

一定以上所得者

一定以上所得者
（経過措置適用）

①

②

213万円以上

145万円以上
213万円未満

申請できる収入の状況再判定後区分

1人の世帯の場合………383万円～484万円未満
2人以上の世帯の場合…520万円～621万円未満

一定以上所得者
（経過措置適用）

1人の世帯の場合…………383万円未満
2人以上の世帯の場合……520万円未満
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②

③

※国民健康保険の場合、所得の判定対象者は、被保険者に限ります。

　④、⑤については、世帯主（社会保険等に加入している場合も含む）も対象とします。




